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鎌ケ谷市 

  

新鎌ケ谷駅周辺地区市有地活用に係る 

公募型プロポーザル募集要項 
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第１ 募集の趣旨                         

 本市では、新鎌ケ谷駅周辺に所有する市有地において、その立地特性を活かし、総

合乗換駅である新鎌ケ谷駅前に相応しい土地活用となるよう、「新鎌ケ谷駅周辺土地

利用計画」を作成し、民間活用による土地活用を図ることとしました。 

 なお、当該地は、鎌ケ谷市総合基本計画や鎌ケ谷市都市計画マスタープランにおい

て定める広域交流拠点である新鎌ケ谷地区にあり、本市の目指す躍動感と魅力あるま

ちづくりにつながる土地活用を図るため、新鎌ケ谷駅周辺の賑わいの創出、就業者等

による昼間人口の増加、税収の増加など本市の抱える課題を解決するため、民間事業

者から柔軟な発想及び豊富な経験を活かした事業の提案を募る公募型プロポーザル

方式により売却等の相手方となる優先交渉権者を選定します。 

 

第２ 対象物件の概要                       

 １ 土地の概要 

   土地の概要については、下表のとおりです。提案に際しては、区画１及び２の

一括提案のほか、区画１または２のどちらか一方での提案も可能とします。 

 

区画 所在地 面積（公募） 地目 用途地域 

１ 

鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目９－７ 453.31 ㎡ 

宅地 商業 
鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目９－８ 1,231.47 ㎡ 

鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目９－９ 220.09 ㎡ 

合計 1,904.87 ㎡ 

２ 

鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目１２－１５ 136.35 ㎡ 

宅地 商業 
鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目１２－１６ 418.22 ㎡ 

鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目１２－１７ 2.97 ㎡ 

合計 557.54 ㎡ 

 ※物件の詳細については、物件調書をご参照ください。 

第３ 土地の取得条件                        

１ 取得方法 

  土地の取得方法は、土地譲渡（以下「譲渡」という。）又は借地借家法に基づ

く事業用定期借地（以下「定期借地」という。）による貸付となります。区画ご

とに土地取得方法を分けることも可能です。 

２ 最低提案価格 

土地の取得方法 区 画 価  格 

譲渡 
１  ６４４，９１４，６９２円 

２  １５６，９２５，２０８円 

定期借地 

（月額） 

１ ３，０００，０００円 

２ ７５０，０００円 
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３ 契約上の条件 

（１）公序良俗に反する使用の禁止 

 契約者は、対象物件及び対象物件上に建設した建物（以下「対象物件等」と

いう。）を、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律

第７７号）第２条第２号に定める暴力団その他の反社会的団体及びそれらの構

成員がその活動のために利用する等公序良俗に反する用に使用してはいけま

せん。 

（２）風俗営業等の禁止 

 契約者は、対象件等を風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律

（昭和２３年法律第１２２号）第２条第１項に定める風俗営業、同条第５項に

定める性風俗関連特殊営業の用に使用してはいけません。 

（３）用途指定及び譲渡等の制限 

ア 譲渡の場合 

 （ア）契約締結日から起算して５年以内に営業を開始してください。 

※営業開始までの期間、管理不全により近隣に迷惑が生じないよう除草

等必要な管理を行うこと。 

（イ）営業開始後、１０年間（以下「指定期間」という。）は、事業計画に

定める用途に供してください。 

なお、指定期間以降においても、提案事業の用途の変更及び第三者へ譲

渡をする場合には、市との協議が必要となります。 

（ウ）指定期間内及び指定期間以降において、第三者への対象物件の貸し付

けや地上権、賃借権その他使用収益を目的とする権利を設定する場合には、 

市との協議が必要となります。 

    （エ）契約締結後、買戻特約に関する登記を行います。 

    （オ）譲渡代金については、令和７年３月下旬の契約を予定し、契約後、鎌 

ケ谷市会計管理者口座に令和７年５月２０日（火）までに一括納入としま 

す。なお、振り込み手数料は事業者負担とします。 

    （カ）契約締結において、本市と千葉県との協議が必要となるため、当該協

議が調い次第、実施することとなります。 

イ 定期借地の場合 

（ア）契約締結日から起算して５年以内に営業を開始してください。 

※営業開始までの期間、管理不全により近隣に迷惑が生じないよう除草

等必要な管理を行うこと。 

（イ）定期借地の契約期間は、２０年間（以下「契約期間」という。）とし

ます。 

（ウ）契約期間内において、事前に市の承認を経ることなく、提案事業の用

途の変更及び第三者への借地権の譲渡をしてはいけません。 

（エ）契約期間内において、事前に市の承認を経ることなく、第三者への対

象物件の貸し付けや地上権、賃借権その他使用収益を目的とする権利を

設定してはいけません。 

（オ）契約締結後、公正証書の作成を行います。 
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（カ）契約締結後、賃料１２か月分に相当する契約保証金を鎌ケ谷市会計管 

理者口座に令和７年５月２０日（火）までに一括納入とします。なお、振 

り込み手数料は事業者負担とします。 

(キ)定期借地の契約締結に係る公正証書費用等の必要な経費については、 

全て契約者の負担で行います。 

（ク）借地料の支払いは、原則として１年分を市が指定した期日までに支 

払うこととします。具体的な支払い方法は契約のなかで決定します。 

（４）実地調査 

 本市は、契約の履行に際し、指定期間又は契約期間において必要があると認

めるときは、事業者に対し、その業務又は資産の状況等に関して質問し、実地

調査を行い、又は所要の報告若しくは資料の提出を求めることができることと

します。 

第４ 応募資格要件                        

１ 応募事業者の資格 

 次に掲げる要件を満たし、提案した事業の継続した運営ができる十分な資金

力、経営能力を有する法人とします。 

（１）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４に該当しな

い者であること。 

（２）国税及び地方税を滞納していないこと。 

（３）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立て

をしている者（更正手続開始の決定を受けている者を除く。）又は民事再生法

（平成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続開始の申立てをしている者

（再生手続開始の決定を受けている者を除く。）でないこと。 

（４）応募書類提出時から優先交渉権者の選定までの間において、鎌ケ谷市建設

工事請負業者等指名停止措置規程による指名停止の措置を受けていないこと。 

（５）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２号に規定する

暴力団（以下「暴力団」という。）若しくは同条第６号に規定する暴力団員（以

下「暴力団員」という。）（以下これらを「暴力団等」という。）又は次のいず

れかに該当しない者であること。 

ア 法人の役員等が、暴力団員である者又は暴力団員がその経営に実質的に関

与している者 

イ 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を得る目的又は第三者に損害を加

える目的で暴力団等を利用している者 

ウ 暴力団等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど直接的又は積

極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者 

エ 暴力団等と社会的に非難されるべき関係を有している者 

オ 暴力団等であることを知りながらこれを不当に利用している者 
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２ 募集する施設 

本市では、「鎌ケ谷市総合基本計画」や「鎌ケ谷市都市計画マスタープラン」

の中で、新鎌ケ谷駅周辺において、広域的な交通の利便性を活かした商業・情報・

娯楽などが多様な機能が複合的に集積し、躍動感と魅力あふれる広域交流拠点の

創出を目指しております。市が目指すまちづくりを実現するため、今回のプロポ

ーザルでの提案施設の条件として、市内外から多くの人が集い、活発な消費活動

や交流活動を行う賑わいの創出、就業者等による昼間人口の増加、本市の税収増

等につながる機能を有した以下の施設（建築基準法 商業地域に適合する施設）

とします。なお、必須施設については、提案に必ず含めてください。 

 

【必須施設（「Ａ」または「Ｂ」、もしくは「ＡとＢ」）】 

 Ａ 事務施設  Ｂ 商業施設 

 

【必須施設と複合的に提案が可能な施設】 

   Ｃ 文化施設 Ｄ 体育施設 Ｅ 教育施設 Ｆ 福祉施設 Ｇ 医療施設 

Ｈ 研究施設 Ｉ 宿泊施設 Ｊ 行政施設 

 

   ※住宅が含まれている提案は認めませんが、提案施設に資する寄宿舎・寮など

であれば、提案を認めることとします。 

   ※事務施設単体での提案については、一般市民などの来訪者の利便性に資する

施設を併設することが望ましいです。 

３ 共同での応募 

 共同事業者として複数の法人が構成員となり共同して応募することも可能で

す。この場合は、次の事項に留意してください。 

（１）共同事業者の構成員の中から代表法人を定めてください。優先交渉権者の

選定後の協議は、代表法人と行います。 

（２）構成員が応募事業者の資格を満たしていない場合は、応募することはでき

ません。 

（３）応募書類提出後における代表事業者の変更、構成員の変更及び追加は、認

めません。 

（４）契約の締結にあたっては、代表法人を契約の相手とします。 

（５）参加構成員は、他の提案を行う応募事業者の構成員になることはできませ

ん。 

（６）各構成員は、共同申請企業に関する協定書を締結し、提出してください。 

４ 提案の条件・評価項目 

 提案にあたっては次の要件を満たす内容としてください。 

（１）募集の趣旨に合致する計画であること。 

（２）にぎわいの創出が図られる計画であること。 

（３）税収の増加が見込める計画であること。 

（４）就業者や昼間人口の増加が見込める計画であること。 

（５）周辺施設や周辺の土地活用へ影響が見込める計画であること。 
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（６）騒音や振動等、近隣住民の迷惑とならない計画であること。 

（７）各種法令等を遵守した計画であること。 

（８）周辺環境や景観に配慮した計画であること。 

（９）地域貢献が期待できる計画であること。 

５ その他留意事項 

   提案にあたっては次の事項に留意してください。 

（１）各種法令等を遵守した計画であること。 

（２）公益を害するおそれのある計画でないこと。 

（３）環境の保全に必要な措置が講じられていること。 

（４）従業員を新たに雇用する場合は、鎌ケ谷市内に住所を有する者の雇用に努

めること。 

第５ 応募手続                          

１ スケジュール 

募集要項の公表・配布 令和６年１１月１５日（金）～令和７年１月３１日（金） 

質問書の受付 令和６年１１月１８日（月）～令和６年１２月２７日（金） 

質問書に対する回答 

①令和６年１１月中に受信：１２月１３日（金） 

②同年１２月１３日までに受信：１２月２７日（金） 

③上記以降に受信：令和７年１月１０日（金） 

応募申込書及び企画提案書

の提出 

令和７年１月２０日（月）～ 

令和７年１月３１日（金） 

参加資格要件確認結果通知 令和７年２月５日（水）までに通知 

プレゼンテーション及びヒ

アリング 
令和７年２月１０日（月）または２月１２日（水） 

審査結果通知 令和７年２月下旬（予定） 

契約の締結 令和７年３月下旬（予定） 

※日程は現時点での予定であり、変更となる場合があります。 

２ 応募の手続 

（１）募集要項の配布 

ア 配布期間 

 令和６年１１月１５日（金）～令和７年１月３１日（金） 

土曜日、日曜日、祝日及び年末年始を除く午前８時３０分から午後５時０

０分まで 

イ 配布場所 

 鎌ケ谷市役所４階 都市建設部都市計画課まちづくり室の窓口での配布

又は本市ホームページからのダウンロード 

（２）質問書の受付及び回答 

ア 受付期間 

 令和６年１１月１８日（月）午前８時３０分から 

令和６年１２月２７日（金）午後５時００分まで 

イ 提出方法 
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 質問書（様式９）により、次の送付先に電子メールにて提出してください。

なお、電子メール以外の方法による質問は受け付けません。 

※電子メール送信後に電話で受信確認の連絡をお願いします（土曜日、日曜

日及び祝日を除く午前８時３０分から午後５時００分）。 

（ア）送付先 電子メール sigai@city.kamagaya.chiba.jp 

（イ）連絡先 電話番号 ０４７－４４５－１４３３（まちづくり室直通） 

ウ 質問に対する回答 

（ア）質問に対する回答は、本市へのメール受信日に応じて行います。 

  ①令和６年１１月中に受信：令和６年１２月１３日（金） 

  ②同年１２月１３日（金）までに受信：同年１２月２７日（金） 

  ③上記以降に受信：令和７年１月１０日（金） 

  上記の期日までに、本市のホームページ内に掲載します。 

（イ）回答の内容及びその他の内容修正は、本募集要項の追加・修正として

取り扱うものとします。提出書類はこの内容を踏まえて提出してください。 

（ウ）質問及び回答は、本募集要項に関するものとします。それ以外のもの

や単なる意見表明と解されるものには、回答しません。 

（３）応募参加書類及び提案書類の提出 

ア 提出期間 

 令和７年１月２０日（月）～令和７年１月３１日（金） 

イ 提出方法 

 本募集要項の第５「３ 提出書類 （１）応募参加書類及び（２）企画提

案書類」に定める書類を所定の部数を揃え、次の①又は②のいずれかの方法

で提出をお願いします。 

（ア）窓口での提出 

 鎌ケ谷市役所４階 都市建設部都市計画課まちづくり室に提出 

 受付時間は、土曜日及び日曜日の閉庁日を除く午前８時３０分から午後

５時００までとなります。 

※窓口での提出にあたっては、事前に電話で提出予定日のご連絡をお願い

します。 

（イ）郵送による提出 

 鎌ケ谷市都市建設部都市計画課まちづくり室宛て（住所は、本募集要項

の第９に記載）で提出 

※令和７年１月３１日（金）必着です。 

（４）参加資格の確認等及び結果通知 

   市は「第４ 応募資格要件」に定める要件を満たしているか確認を行い、

参加資格の確認結果について、令和７年２月５日（水）までに「参加資格要

件確認結果通知書」により通知します。なお、共同で応募の場合、代表法人

に通知します。 

   また、「参加資格要件確認結果通知書」を受領した者は、通知日から起算

して５日以内（土日・祝日を除く）に、書面（任意様式）をもって、市へ理

由の説明を求めることができます。 
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   なお、市は、書面にて理由の説明を求められたときは、当該書面の受理日

から起算して３日以内（土日・祝日を除く）に、説明を求めた者に対し、書

面にてその理由を回答します。 

（５）提出書類の取扱い 

ア 提出書類の著作権は、申込者に帰属します。ただし、本市が本件の報告、

説明、公表等のために必要な場合は、提出書類の内容を無償で使用できるも

のとします。 

イ 本市が特に必要と認めた場合を除き、提出書類の変更、差替え及び再提出

は認めません。 

ウ 提出書類の作成に要した費用は、全て応募事業者の負担とします。 

（６）その他 

 現場見学会、説明会等は行いませんので、物件調書等により、確認をお願い

します。 

３ 提出書類 

（１）応募参加書類 

書類名 説明 提出部数 備考 

１ 応募申込書  １部 様式１ 

２ 構成員調書 
・共同事業者以外の応募の場合は、提出不要 １部 様式２ 

３ 誓約書 ・共同事業者として応募する場合は、すべての構

成員のものを提出してください。 
１部 様式３ 

４ 印鑑証明書 ・交付から３ヵ月以内のもの 

・共同事業者として応募する場合は、すべての構

成員のものを提出してください。 

１部 － 

５ 応募事業者概要書 ・共同事業者として応募する場合は、すべての構

成員のものを提出してください。 

・最新のものを提出してください。 

・副本はコピー可とします。 

正本１部 

副本５部 

様式４ 

添
付
書
類 

(ｱ)法人定款  － 

(ｲ)法人登記履

歴事項全部証明

書 

・交付から３ヵ月以内のもの － 

( ｳ )決算書 (写

し) 

・過去３年分 

・連結決算を有する事業者にあっては、当該連結

決算書を含む。 

－ 

(ｴ)納税証明書 ・交付から３ヵ月以内のもの 

・過去３年分の国税及び地方税の未納がないこ

とを証明するもの 

－ 

(ｵ)事業実績書 ・過去の主なものを記載してください。 

・今回の応募と類似の実績がある場合は、その事

例を記載してください。 

－ 

※提出書類に押印する代表者印は、印鑑証明書と同じ印を使用してください。 

※新たな業態を開始するために新法人を設立する場合など、法人の決算書や納税証明書

等が無い場合には、親会社の決算書等の提出を可とします。 
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（２）企画提案書類 

ア 規  格：Ａ４判縦及びＡ３判横で作成してください。 

イ 提出部数：正本１部、副本１０部 

        なお、副本については、企業名、ロゴマーク、代表者名など応

募事業者等を特定できるような事項については、マーキング等を

施し、提出して下さい。 

書類名 説明 備考 

１ 企画提案書 ・正本のみに代表法人の代表者印を押印して

ください。 
様式５ 

２ 事業提案書  様式６ 

 (ｱ）提案趣旨 ・企画提案の基本的な考え方 

 (事業の基本方針、開発コンセプトなど) 
－ 

 (ｲ）事業概要 ・全体計画の概要 － 

 (ｳ）事業計画 ・事業実施体制 

・施設管理運営体制 

・事業スケジュール 

（設計・施工～管理・運営を詳細に記載） 

－ 

 (ｴ)事業収支計画 ・事業収支計画書 

・当初投資計画 

・資金調達計画 

・長期収支計画 

－ 

 (ｵ)その他 ・(ｱ)～(ｴ)の内容に関し、参考となる資料（任

意） 
－ 

３ 施設計画書  様式７ 

 (ｱ)施設内容説明書 ・施設全体の構成と内容、考え方等 － 

 (ｲ)建築諸元 ・建設物ごとの諸元 － 

 (ｳ)配置計画図 ・外構等も含めた全体の配置計画図 － 

 (ｴ)各階平面図 ・各階平面図 － 

 (ｵ)立面図 ・立面図（２面以上） － 

 (ｶ)イメージ図 ・完成時の施設全体のイメージ図 － 

 (ｷ)その他 ・施設整備にあたり、地域貢献等の取組み、環

境等への配慮などがあれば記載してくださ

い。 

－ 

４ 価格提案書 様式８ 

※事業提案書や施設計画書は、その内容が分かる資料であれば構いません。例えば

イメージ図についても、パース図（透視図）でなくても、完成イメージが分かる

資料であれば可とします。 

    ※(エ)事業収支計画書の作成に当たっては、可能な限り詳細な納税額（市税）を記

載してください（「○○税 ●●円」など）。 
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第６ 選定に関する事項                      

１ 選定方法 

 選定は、「新鎌ケ谷駅周辺地区市有地活用の売却等に係る優先交渉権者選定委

員会」（以下「選定委員会」という。）で審査を行い、優先交渉権者及び次点者を

決定します。 

 

２ 評価方法 

 選定委員会の審査は、提出された企画提案書類を基に、プレゼンテーション及

びヒアリングを実施の上、選定委員会の委員ごとに評価を行い、その平均点（委

員の評価点の合計÷委員の人数）が最も高い者を優先交渉権者とします（小数点

第２位以下切捨）。 

なお、応募事業者が１者のみであっても審査は実施しますが、適切な提案がな

い場合は、応募事業者数に関係なく「採用する提案の該当なし」とするときがあ

ります。 

 

３ 評価基準 

 審査における評価項目及び配点は「プロポーザル評価項目表」（別表）のとお

りとします。なお、合計得点が最も高い者が複数あった場合は、次の順序で順位

を決定します。 

①「まちづくりへの影響」の点数の高い者 

②選定委員会の委員による協議 

 

４ 応募事業者の失格 

 次のいずれかに該当する場合には、失格とします。 

（１）応募事業者が資格要件を満たさなくなった場合（共同企業体の場合、構成

員のいずれかが満たさなくなった場合を含みます。） 

（２）提出書類に虚偽の記載があった場合 

（３）契約の履行が困難と認められた場合 

（４）応募事業者が個別に選定委員会の委員と接触を持つなど審査の公平性を害

する行為があった場合 

（５）応募事業者がプレゼンテーション及びヒアリングを欠席、若しくは指定し

た時刻までに参集しない場合。 

（６）「第４ ２ 募集する施設」の内容に合致していない場合 

（７）その他、本業務の遂行にふさわしくないと認められた場合 

 

５ ヒアリングの留意事項 

（１）プレゼンテーション及びヒアリング（以下「プレゼンテーション等」とい

う。）は、令和７年２月１０日（月）または２月１２日（水）を予定してい

ます。実施日時及び実施場所については、参加資格要件確認結果通知書にて

通知します。 
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（２）プレゼンテーション等に使用できる資料は、事前に提出された書類のみと

します。提案書にない追加提案や追加資料の配布は禁止ですが、提案された

提案内容と同一の図案や模型、写真を用いた説明用パネル等の使用は可能と

します。 

（３）プレゼンテーション等は非公開とします。プレゼンテーション等では、応

募事業から対象物件ごとに２０分以内の事業説明と、選定委員会の委員から

３０分程度の質疑応答形式によるヒアリングを行います。 

（４）プレゼンテーション等に参加できる人数は、説明者を含め、対象物件毎に

５名以内とします（区画１と区画２を提案する場合、区画１で５名、区画２

で５名の１０名まで参加可能）。 

  （５）プレゼンテーションにおいては、プロジェクター、スクリーンを使用でき

るものとします。なお、パソコン等については事業者において用意してくだ

さい。 

 

６ 審査結果の通知 

 優先交渉権者選定後、応募事業者全員に「審査結果通知書」により通知するもの

とします。 

 また、「審査結果通知書」を受領した者は、通知日から起算して５日以内（土日・

祝日を除く）に、書面（任意様式）をもって、市への理由の説明を求めることがで

きます。 

 なお、市は、書面にて理由の説明を求められたときは、当該書面の受理日から起

算して３日以内（土日・祝日を除く）に、説明を求めた者に対し、書面にてその理

由を回答します。 

 

７ 審査結果の公表 

（１）公表方法 

 優先交渉権者選定後、本プロポ―ザルにおける審査結果を本市ホームページにお

いて公表するとともに、まちづくり室窓口において閲覧に供します。 

（２）公表内容 

  （ア）業務名 

  （イ）審査結果（優先交渉権者の名称及び評価点数、優先交渉権者以外の応募

事業者の評価点数） 

  （ウ）参加業者数 

  （エ）審査経過及び審査委員 

（３）公表内容に係る留意事項 

（ア）優先交渉権者以外の応募事業者の名称は公表しない。 

（イ）優先交渉権者以外の応募事業者の評価点数は点数順で表記する。 
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第７ 契約                            

１ 契約の締結 

（１）優先交渉権者との間で、契約内容や提案内容に関する協議のうえ、契約を

締結します。なお、譲渡の場合、千葉県と鎌ケ谷市で協議を行う必要がある

ことから、当該協議が調い次第、契約を締結します。 

（２）優先交渉権者が何らかの理由により、契約を締結できなかった場合は、次

点者と協議を開始することとします。 

 

２ 契約の解除 

 本市は、契約を締結した事業者（以下「事業者」という。）が契約書に定める

業務を履行しないときは、契約解除通知書を送付のうえ、この契約を解除するこ

とができます。また、この契約の解除により本市が損害を受けたときは、事業者

がその損害を賠償するものとします。 

 

３ 契約不適合責任 

 契約締結後、対象物件に数量の不足、その他瑕疵（地中障害物等含む。）があ

っても、事業者は、提案価格の減額若しくは減免、損害賠償の請求又は契約の解

除をすることができないものとします。 

 

４ 対象物件の引渡し及び所有権移転登記 

（１）対象物件の引渡しは、譲渡の場合は、購入代金の全額が納入されたことを

確認した後に、定期借地の場合は、契約保証金の完納を確認した後に、行い

ます。 

（２）対象物件は、現状有姿のまま事業者に引き渡します。 

（３）対象物件の定着物その他引渡し時に存する一切の動産の撤去・廃棄・整地

等は、事業者の負担により行うものとします。 

（４）分譲の場合、所有権移転の登記と同時に買戻特約の登記を行います。 

（５）所有権移転の登記等は、嘱託登記により本市が行いますが、登記に要する

一切の費用は、事業者の負担とします。 

 

第８ その他留意事項                       

１ 建築物の建設にあたっては、計画内容等の地元説明、近隣住民との協議を事業

者の責任及び負担で行うこととします。 

２ 提案事業の実施にあたって、開発許可申請の手続きによる変更等、止むを得な

い事情により、提案内容を変更する場合には、事前に文書により本市に申請し、

承認を得ること。ただし、本事業の趣旨に反する変更は認めません。 

３ 電気、ガス、上下水道等の供給施設の引込及び排水施設の整備については、関

係機関と十分協議を行うこと。なお、これに伴う必要な申請、費用負担及び工事

等は事業者の負担とします。 



４ 本募集要項に定めのない事項は、地方自治法、地方自治法施行令及び鎌ケ谷市

財務規則等の関係法令等に定めるところにより処理します。 

 ５ 対象物件の隣接地の開発事業において、新鎌ケ谷駅南北を横断する歩行者専用

通路が整備されることから、新鎌ケ谷駅からの乗り入れが容易となります。 

 

 

第９ プロポーザルに関する問い合わせ先（事務局）        

〒２７３－０１９５ 

千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目６番１号 

鎌ケ谷市 都市建設部 都市計画課 まちづくり室 

電話番号  ０４７－４４５－１４３３（直通） 

電子メール sigai@city.kamagaya.chiba.jp 

 


